
 環境学習指導者バンクの新規指導者を募集します！  
   

(公財)山口県ひとづくり財団では、環境に関する県民の理解と認識を深め、地域における環境配慮の

幅広い取組を促進するため、「山口県環境学習指導者バンク」を設置し、登録した指導者を、地域 

で開催されるさまざまな環境学習会に派遣しています。 

この度、令和６年度からの新規指導者を募集します。 
 

 登録期間    令和６年４月１日～令和８年３月３１日（２年間）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【応募方法】 

  「登録申請書」及び「登録希望者活動経歴書」に必要事項をご記入のうえ、メール、ＦＡＸまた

は郵送にて提出してください。なお、指導者は、県内居住者又は県内に勤務する者に限ります。 

上図の３つの指導区分に重複して申請することもできます。 
 

【応募先・お問い合わせ先】 

〒７５４－０８９３  山口市秋穂二島１０６２ 

公益財団法人山口県ひとづくり財団 県民学習部 環境学習推進センター 

 TEL：０８３－９８７－１１１０ / FAX：０８３－９８７－１７２０ 

E-mail：kangaku@hito21.jp 
 

※「登録申請書」等の様式がご入用の場合は、上記までお問い合わせください。 
 

申込締切日  令和５年１２月８日（金） 

こどもエコクラブアドバイザー 

【応募資格の概要】 

 

 

環境パートナー 

【応募資格の概要】 

環境アドバイザー 

【応募資格の概要】 

裏面もごらんください 



《 応募資格について 》 

  

 ●環境アドバイザー 

  県内に居住又は県内に勤務する者のうち、環境保全に関する高度な専門知識と経験及び講演（講義

を含む）等の実績を有する者で、次の１から６のいずれかに該当する者 

   １  環境省の環境カウンセラーである者 

   ２  大学(短期大学、高専を含む)等で５年程度、環境に関する研究等を行っている者 

   ３  環境行政について５年程度の経験を有し、かつ指導及び講演等の経験を有する者 

（現に環境行政に常勤している者を除く） 

   ４  企業において、環境保全技術に関する実務経験を５年程度有し、かつ、指導及び講演等の実績を

有する者 

   ５  環境保全活動団体において５年程度の経験を有し、かつ指導及び講演等の実績を有する者 

   ６ 特に認められる者 

 

 ●環境パートナー  

  県内に居住又は県内に勤務する者のうち、環境に関する体験学習についての知識や技能と豊富な経

験を有する者で、次の１又は２のいずれかに該当する者 

   １  環境学習会等において、指導者として３年以上の活動経験を有する者 

     ○ 環境学習に関する組織に在籍し、指導経験を有する者 

     ○ 環境に関する資格を持ち、指導経験を有する者 

     ○ 県市町等が開催する学習会等に参加し、指導経験を有する者 

        （現に環境行政に常勤している者を除く） 

   ２  特に優れた活動経験を有し、かつ指導経験を有する者 

  

  ●こどもエコクラブアドバイザー 

  県内に居住又は県内に勤務する者のうち、環境に関する体験学習の取組についての知識や技能と豊

富な経験を有する者で、こどもエコクラブ活動の趣旨に賛同し、こどもエコクラブに対する設立の支

援や実践活動の指導等ができ、次の１から３のいずれかに該当する者 

  １  こどもエコクラブのサポーターとして、５年以上の経験を有する者 

   ２  現に環境パートナーである者 

   ３  こどもエコクラブ応援団に登録している者 

 

《「山口県環境学習指導者バンク」への登録について 》 

応募された申請書等により書面審査を行い、適合者を環境学習指導者バンクに登録します。 

登録された「環境アドバイザー」、「環境パートナー」及び「こどもエコクラブアドバイザー」 

は、学校や各種団体等の派遣申請に基づき、学校や団体等が主催する環境学習の講演・講義や体験 

学習会・工作教室などの講師や指導者として活動していただきます。 

派遣にあたっては、(公財)山口県ひとづくり財団が旅費及び謝金を支払います。 

  なお、登録された個人情報は、冊子「環境学習指導者派遣制度活用の手引き」や環境学習推進セ 

ンターホームページ「環境学習のひろば」に掲載しますので、公開となりますことをご了承ください。 


